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液化石油ガスに係る重要施設におけるテロ対策の強化について  

 

 

シリアにおける邦人殺害テロ事件など、国内外でのテロの脅威が現実のものとなっ

ていることを踏まえ、平成２７年５月２９日に、内閣の国際組織犯罪等・国際テロ対

策推進本部（本部長：内閣官房長官）において、「邦人殺害テロ事件等を受けたテロ対

策の強化について」が別添のとおり取りまとめられました。  

これを踏まえ、貴職におかれては、液化石油ガス販売事業者等に対し、下記を踏ま

えた必要な措置を講ずるよう、指導をお願い致します。  

なお、本通知は、地方自治法第２４５条の４第１項に基づく技術的な助言であるこ

とを申し添えます。  

 

記  

 

１．以下に掲げる事項について、現場で有効に機能するよう確認すること。  

（１）液化石油ガスに係る重要施設（貯蔵施設等。以下「施設」という。）における

自主警備体制  

   ①  施設内への不正侵入を防止するための監視装置等の設置及び施錠等の実施



 

   ②  施設及び設備に対する不正行為等を検知するための監視  

   ③  無許可者が偽って施設内へ侵入することを防止するための入退管理  

   ④  不審者、不審物及び不審事象の兆候を早期発見するための巡視点検  

   ⑤  業務用車両、身分証明書、制服等の盗難防止対策  

   ⑥  安全に関する情報漏えい防止対策及びサイバーテロ対策  

（２）連絡体制  

   ①  緊急時における警察等の関係機関への連絡体制  

   ②  不審者、不審物及び不審事象の兆候を発見した場合の警察等の関係機関への

連絡体制  

 

２．上記１．の確認の結果、対策が不十分であると認められた場合は、速やかに必要

な措置を講じること。  

 

以上  
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